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１１．報告事項 

 

報告第 ２６号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第 ２７号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

１２．提出議案 

 

議案第 ２７号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ２８号  農地法第５条の規定による許可申請について 

令和７年 第１２回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和７年１２月３日 

 ３．開催通知の期日   令和７年１２月５日 

 ４．招集期日   令和７年１２月２３日 

 ５．招集場所   町文化センター ２階学習室 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 佐藤次雄 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   佐藤次雄 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 小坂勇二 出 １２ 渡辺輝子 欠 

２ 冨澤博文 出 １３ 小池俊治 出 

３ 関 正秀 出 １４ 小古井英雄 欠 

４ 湯本幸作 出 １５ 白鳥金次 出 

５ 佐藤和彦 出 １６ 湯本 浩 欠 

６ 藤浦忠広 出 １７ 小林 貴 出 

７ 山口 剛 出 １８ 望月美和子 出 

８ 齊藤蝶次郎 出 １９ 山本和幸 出 

９ 下田健志 出 ２０ 福井敏彦 出 

１０ 月岡徳一 出 ２１ 佐藤次雄 出 

１１ 栗林和仁 出    

１０．事務局出欠席 事務局長 金井哲也 出 

係  長 坂口俊明 欠 

書  記 春原哲男 出 

書  記 市川 凌 出 

書  記 小林万里奈 出 

書  記 濱田 茜 出 
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議案第 ２９号  農用地利用集積計画（案）の意見聴取について 

 

１３．その他 

 

 山ノ内町地域計画のブラッシュアップについて 

 非農地の取り扱いについて 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 ただいまから令和７年第１２回山ノ内町農業委員会定例総会を開会いたします。 

本日の欠席ですが、湯本浩委員、渡辺委員、小古井委員より欠席との連絡をいただ

いております。 

それでは、招集者挨拶として、佐藤会長から挨拶をお願いいたします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

議 長  皆さん、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

１２月の初めに早い雪が降りまして、どのぐらい降るのかと心配しましたが、現在

では里のほうはほとんど雪が消えまして、山の人にはちょっと申し訳ないですが、

そんな今日この頃でございます。 

１２月１０日にサンふじ品評会が町関係部署、農協等で合同で行われまして、審査

員として私も参加しました。非常に皆さん甲乙つけ難くて審査に本当に苦労したん

ですが、その結果としまして、最優秀賞に菅地区の養田俊崇さん、優秀賞に佐野地

区の湯本将平さんが受賞されました。後で漏れ聞いたところによりますと、最優秀

賞は大阪の市場で５キロで２０万円の値段がついたと聞きました。そのほか、一番

安いものでも３万円と聞いております。皆さん立派なリンゴを作られてうらやまし

いな、山ノ内のリンゴもやはりブランドのイメージがあるんだなということを思っ

た次第でございます。 

本日もいろいろ議題がございます。ご協力いただいてスムーズに進んでいきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

会長代理 ありがとうございました。 

それでは、議事の進行を佐藤会長、よろしくお願いします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、４番の議事録署名人の選任を行います。 

今回は 

 ５ 番   佐藤和彦 委員 

 ６ 番   藤浦忠広 委員 

です。よろしくお願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、５番の議事に入ります。 

（１）報告第２６号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局

より説明をお願いいたします。 

 

事務局  １ページをご覧ください。 

報告第２６号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、今月は１件で
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す。 

農地所有者は○○○の○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字戸狩字○○○○

○○○○他１筆、現況地目、畑、現況面積３３５平米、農地のあっせん希望はござ

いません。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございます。 

ただいまの報告につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、先に進みます。 

（２）報告第２７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局  では、２ページをお願いします。 

報告第２７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、今月３件です。 

１件目、所在地は大字夜間瀬字○○○○○○○、現況地目、畑、面積１，６３２平

米、通知人、賃貸人は○○○の○○○○、賃借人は○○○の○○○○、解約に至っ

た理由は、賃借人の○○へ賃借権を設定するためとなっております。 

２件目、所在地は大字平穏字○○○○○○○○、現況地目、畑、面積１，１１７平

米、通知人、賃貸人は○○○の○○○○、賃借人は○○の○○○、解約に至った理

由は、第三者へ所有権移転するためとなっております。 

３件目、所在地は大字平穏字○○○○○○○、現況地目、畑、面積１，６４６平米、

通知人、賃貸人は○○○の○○○○、賃借人は○○の○○○○、解約に至った理由

は、賃借人へ所有権移転するためとなっております。 

以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございます。 

ただいまの報告事項につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

では、ないようですので、先に進みます。 

（３）議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説

明をお願いいたします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。 

議案第２７号 農地法第３条の規定による許可申請について、今月５件です。 

１件目、申請人、貸人は○○○の○○○○、所有面積９，４１０平米、耕作面積ゼ

ロ、家族総数３、稼働人員ゼロ、借人は○○○の○○○○○○○○○○○、所有面

積ゼロ、耕作面積３，１９０平米、稼働人員２です。申請地は、大字夜間瀬字○○

○○○○、現況地目、畑、面積２，６５７平米、契約内容は賃貸借で、価格は全体

で１万４，０００円となります。理由ですけれども、渡人につきましては町外在住

のため、受人につきましては野菜の作付で経営規模の拡大となっております。 

位置図を１０ページ、公図を１１ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○○○○○○○から約３６６メートルほど北西に位置

する農地となります。 

２件目、申請人、貸人は○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに５，０２２平

米、家族総数２、稼働人員ゼロ、借人は○○の○○○○、所有面積８，７２５平米、

耕作面積１万９，１１４平米、家族総数２、稼働人員２。申請地は、大字平穏字○

○○○○○○○○、現況地目、畑、面積５７７平米、契約内容は賃貸借で、価格は

全体で５，０００円となります。理由ですけれども、貸人につきましては高齢のた
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め、借人につきましてはリンゴの作付で経営規模の拡大となっております。 

位置図を１２ページ、公図を１２ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○から約８２メートルほど東に位置する農地となって

おります。 

３件目、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積３，７９１平米、耕作面積ゼ

ロ、家族総数２、稼働人員ゼロ、受人は○○○の○○○○、所有面積、耕作面積と

もに１，１６３平米、家族総数３、稼働人員１。申請地は、大字平穏字○○○○○

○○○、現況地目、畑、面積１，２３０平米、契約内容は売買で、価格は全体で１

０万円となります。理由ですけれども、渡人につきましては町外在住のため、受人

につきましては渡人の要望により、農地を買い受け野菜を作付けるとなっておりま

す。 

位置図を１４ページ、公図を１５ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○○から約８２メートルほど北に位置する農地となり

ます。 

資料４ページをお願いします。 

４件目、申請人、貸人は○○○の○○○○、所有面積、耕作面積ともに１万３，２

３５平米、家族総数２、稼働人員２、借人は○○○の○○○○、所有面積、耕作面

積ともにゼロ、家族総数２、稼働人員２。申請地は、大字夜間瀬字○○○○○○他

１筆、現況地目いずれも畑、合計面積５，２８１平米、契約内容は賃貸借で、価格

は全体で１８万円となります。理由ですけれども、貸人につきましては労力不足の

ため、借人につきましてはブドウ、リンゴの作付で新規就農となっております。 

位置図を１６ページ、公図を１７ページに載せております。 

場所につきましては、○○○○○○○○○○から約５３０メートルほど南西に位置

する農地２筆となります。 

５件目、申請人、渡人は○○○の○○○○、所有面積５，８２１平米、耕作面積ゼ

ロ、家族総数２、稼働人員ゼロ、受人は○○の○○○○、所有面積ゼロ、耕作面積

１万３，６７０平米、家族総数４、稼働人員４。申請地は、大字平穏字○○○○○

○○他２筆、現況地目いずれも畑、合計面積４，６５９平米、契約内容は売買で、

価格は全体で１０万円となります。理由ですけれども、渡人につきましては町外在

住で高齢のため、受人につきましては渡人の要望により、借り受けている農地を買

い受けリンゴを栽培するとなっております。 

位置図を１８ページから２０ページ、公図を２１ページから２３ページに載せてお

ります。 

場所につきましては、○○○○○○○○○○○○から約３５３メートルほど東に位

置する農地と、○○○○○○○○○○○○○○○○から約１１０メートルほど東に

位置する農地と、○○○○○○から約４８２メートルほど南東に位置する農地の計

３件となります。 

以上につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件の全てを

満たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、１番の案件の補足説明を小池委員よりお願いいたします。 

 

小池委員 ○○○○○○○ですが、近隣で畑をやっておりまして、ちょうど隣の畑が空いたと

いうことで、正式にお借りするということでお話がありました。きれいに近隣の畑

も整備されていますので、問題はないかと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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議 長  ありがとうございます。 

この１番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（多数挙手） 

ありがとうございます。賛成多数で可決といたします。 

では、２番の案件につきまして、山口委員より補足説明をお願いいたします。 

 

山口委員 貸人の○○○○さんはもう高齢で、女性の１人住まいです。現在は家族が２名とな

っておりますが、最近外へ勤めていらした○○さんが戻られたということですが、

以前この畑もリンゴを作付してあって、○○○○、○○さんが亡くなったことをき

っかけに、その後は野菜畑と一緒に貸していたのが今までの状況です。 

○○○○さんは非常に熱心にやっていらっしゃいまして、この畑、○○○○さんの

いわゆる屋敷畑の隣にありまして、くっつければ非常に便利がいいということでこ

の話がまとまりました。今後、久しぶりに○○地区でリンゴが新たに作付していた

だけるということで非常に喜んでおります。問題ないと思いますが、よろしくお願

いいたします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この２番の案件について、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、３番の案件につきましては私のほうから補足説明させていただきます。 

○○○○さんと○○○○さんとは親戚同士でありまして、○○○○さんは○○○に

住在ですが、実家が○○にありまして、○○○○がいらっしゃるときは○○○○が

畑を作っていたのですけれども、○○○○が亡くなられまして、その後、畑は○○

○○さんが草刈りぐらい俺やるよということで草刈りをして、１，２３０平米を管

理しておられました。 

○○○○さんですが、○○○に住んでいて勤めていたんですが、定年になったらや

るつもりだったんですが、病気になりまして、もうどうしてもできないということ

で、親戚の○○○○さんのところに何とかしてくれないかということで話が決まっ

たということでございます。 

私も連絡を受けてから畑を見に行って、○○○○さんと立会いで見たんですが、み

んなきれいになっておりまして、もう１０年以上○○○○さんが管理していたとい

うことで、特段問題なくできるかと思いますので、お願いいたします。 

この３番の案件で質問のある方、挙手願います。（なし） 

では、ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、４番の案件につきまして、藤浦委員より補足説明をお願いいたします。 

 

藤浦委員 貸人の○○○○さんは、○○さんが病気でできなくなってしまったということで、

規模縮小傾向の方です。 

○○○○さんは、ＪＡの技術員を長くやっていまして、技術員を辞めて、ここで新

規就農で山ノ内にきて規模を拡大してやりたいということですので、何の問題もな

いと思いますのでお願いします。 
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議 長  ありがとうございます。 

この４番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、５番の案件について、佐藤和彦委員より補足説明をお願いいたします。 

 

佐藤（和）委員 ○○さんは○○さんの親戚筋に当たるということで、３か所のうち２か所の

畑を今までも借りて耕作されておりました。○○さんですが、○○○にいる○さん

のところへ行ってしまって町にはいないということで、本人の希望によって親戚の

○○さんに畑３か所を全部買っていただきたいと申出たところ、○○さんも快く承

知したという経過です。しっかりと耕作されていたので、特に問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この５番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、次に進みます。 

（４）議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請につきまして、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料５ページをお願いします。 

議案第２８号 農地法第５条の規定による許可申請について、今月１件です。 

所在地は大字平穏字○○○○○○○○○、台帳地目、田、現況地目、畑、面積は７

６１平米で、農地区分は３種農地に該当します。申請事由ですが、中古車展示場の

造成になります。申請人ですが、渡人は○○○の○○○○、受人は○○○○○○○

○○○○○○○○○、契約内容は売買です。事由の詳細ですが、○○○○○○○○

○○○○に近いことなどから観光客の集客が見込まれる場所で、業務の拡大を図り

たいということです。 

位置図を２４ページ、その他資料として、公図の写しを２５ページ、配置図を２６

ページにつけております。 

○○○○○○から南西に約５０メートルの距離に位置する農地になります。 

以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、この件につきまして、補足説明を望月委員よりお願いいたします。 

 

望月委員 この○○さんのお宅は以前に購入されていて、事務所として使われるということでした。

○○ ○○○さんとはなかなかお行き合いできなくて、お話を聞けないんですが、○○

さんのご自宅のすぐ隣に畑がありまして、以前ずっと○○さんと一緒に○○さんも畑の

草刈りなどをして、きれいになっております。今は雪で見えないですが、ちょっと自宅

とも段差があるために、何か造成して中古車を置きたいと計画されているそうです。別

に問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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議 長  ありがとうございます。 

この案件につきまして、意見のある方。 

齊藤委員、お願いします。 

 

齊藤委員 中古車を売っているみたいなガラス張りの会社なんだけれども、以前に雪が何か道

に押し上げたときに結構迷惑な行為をしていられた会社ですが、その点とか大丈夫

でしょうか。 

 

事務局  その信用は確認ができないところなので何とも言えないですけれども、一応事業計

画自体は資金面もしっかりしていますし、そこは確認取れているところです。先ほ

ど望月委員からの説明にありましたように、住宅のほうは取得済みで、そこで事務

所を構えるんだという覚悟はあります。ただ、その雪の始末というのはやってみな

いと何とも言えない部分です。 

 

齊藤委員 ○○の○○に○○○でいろいろあったから質問してみました。地元の農業委員さん

がいいならいいです。 

 

議 長  でも、農業委員会とすれば、第３種の農地を農地でないようにするということだけ

なので、その雪までね。 

 

齊藤委員 隣人とのトラブルがあると、農地だから、ここの農地を転用するが大丈夫なのかな

と思っただけです。 

 

議 長  事務局とすればどうなんですか。 

 

事務局  結局は都道府県知事の許可になりますので、毎回転用の際はうちの農業委員会とし

ての意見書を添えて県に提出をする。そこの意見書に一文添えさせていただいて提

出することでいかがでしょうか。 

 

齊藤委員 近隣に迷惑をかけないように。 

 

事務局  はい。 

 

議 長  では、齊藤委員、望月委員、そういう意見書ということでよろしいですか。 

 

齊藤委員、望月委員 はい。 

 

議 長  よろしいでしょうか。 

ほかに質問のある方。（なし） 

では、ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方は挙手願います。（多数挙手） 

賛成多数で可決といたします。 

次に進みます。 

（５）議案第２９号 農用地利用集積計画（案）の意見聴取について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局  ６ページをお願いします。 



- 8 - 

 

議案第２９号 農用地利用集積等促進計画（案）の意見聴取について。 

令和７年１２月１６日付で、農用地利用集積等促進計画（案）についての意見聴取

の依頼が山ノ内町長よりありましたので、協議をお願いします。 

資料７ページをご覧ください。 

今月は、公社を通した売買が１件、貸借につきましては新規設定が１件、利用権か

らの再設定が２件の計４件です。 

まず、売買の案件から申し上げます。 

１件目、所有権の移転を受ける者、○○の○○○○、移転する者、○○の○○○○、

移転する農地、大字平穏字○○○○○○○○他２筆、現況地目いずれも畑、合計面

積１，９４２平米、利用目的は桃の作付になります。所有権の移転時期、対価の支

払い期限、引渡しの時期につきまして、譲渡者から公社へは令和８年１月２０日、

公社から譲受者へは令和８年５月１５日、対価につきましては１５０万円となりま

す。 

続きまして、次の８ページをお願いします。 

次に、貸借の案件となります。 

１件目、設定を受ける者、○○○の○○○○、設定する者、○○○の○○○○、設

定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○○、現況地目、畑、面積１，６２８平米、

利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は

全体で１万６，０００円の新規設定となります。 

２件目、設定を受ける者、○○○○の○○○○○○○○、設定する者、○○○○○

の○○○○、設定する農地、大字夜間瀬字○○○○○○○、現況地目、田、面積１，

７２６平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定で水稲の作付を予定していま

す。賃料は全体で６，０００円の再設定となります。 

３件目、設定を受ける者、○○の○○○○、設定する者、○○の○○○○○、設定

する農地、大字寒沢字上見王１５８９、現況地目、畑、面積１，４５０平米のうち

８８９平米、利用権の種類は賃借権で、５年の設定でスモモの作付を予定していま

す。賃料は全体で５，０００円の再設定となります。 

以上につきまして協議をお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

それでは、７ページの１の案件につきまして、佐藤和彦委員より補足説明をお願い

いたします。 

 

佐藤（和）委員 ○○○○さんですが、○○○○さんの畑を長年借りておりまして、桃を作っ

ておられます。貸人の○○○○さんの希望で、ぜひここで買い取ってもらいたいと

いう申出がありまして、○○○○さんも快く話がまとまりました。しっかりと耕作

もされておるので問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この１番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

次に進みます。 

８ページ、１番の案件につきまして、補足説明を関委員よりお願いいたします。 

 

関委員  ○○さんですが、この畑でアスパラ等を作っていたようです。高齢でもう耕作でき
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ないということで、隣でリンゴを栽培している○○○○さんにお願いしたというこ

とです。○○さんは今後リンゴを植える予定で、しっかり畑のほうも管理できてい

ますので、問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この１番の案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件に入ります前に、当事者がおられますので、退席お願いいたします。（○

○○○委員退席） 

それでは、２番の案件の補足説明を齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員  ○○さんは、田んぼが山田の道側のほうにありまして、田んぼまで、作っていら

れないということで、以前より○○さんに作ってもらうことになりました。○○さ

んは酒米を作っていまして、この頃ちょっと上手になられて、大分田んぼとしても

いい田んぼになってきました。再設定ですので、問題ないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この２番の案件につきまして、質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。（○○○○委員着席） 

それでは、３番の案件につきまして、白鳥委員より補足説明をお願いいたします。 

 

白鳥委員  借人の○○○○さんですけれども、高齢ではありますけれども、○○さんたちが

ほとんどお手伝いをしていまして、しっかり管理をされております。再設定でござ

いますので、よろしいと思いますので、皆様ご賛同をよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。 

この案件につきまして、質問のある方、挙手願います。（なし） 

ないようですので、採決に入ります。 

賛成の方、挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

議事につきましては、以上をもちまして終了とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

＜その他＞ 山ノ内町地域計画のブラッシュアップについて 

      非農地の取り扱いについて 

 

会長代理  以上をもちまして第１２回定例総会を閉会といたします。 

お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ５時０２分 
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